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興洋開発株式会社

代表取締役 中 本 英 紀

本社 〒883-1301宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代4330-2

土場 〒883-1301宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代鶴ノ河原3316-1

TEL・FAX 0982-65-0076  E-mail ko-yo-k4@r327.jp

建設業

単位

件

人

㎡

㎡

㎡

環境管理責任者（代表取締役）

EA21事務局兼総務部門 工事部門

認証登録の範囲 … 全組織及び全活動

組 織 本社・土場

活 動 建設業 土木工事業

とび・土工工事業

石工事業

鋼構造物工事業

舗装工事業

水道施設工事業
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2．対象範囲

2,000資 材 置 場 面 積 2,0002,000 2,000 2,000

103 103 103 103

倉 庫 床 面 積 9797 97 97 97

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

工 事 件 数 3833 26 28 24

従 業 員 数

1．組織の概要

実 施 体 制

商 号

代 表 者

所 在 地

連 絡 先

事 業 内 容

事 業 規 模

109 10 10 10

事 務 所 床 面 積 103

項  目 2022年度



１．エコアクション21環境経営システムを構築し、また運用をし、
環境経営の継続的な改善に努めます。

２．環境に関する法規制および法令を遵守します。

３．環境負荷の低減に取り組みます。

・省エネルギーによる二酸化炭素排出量の削減
・節水による水使用量の削減
・一般廃棄物の削減と建設副産物のリサイクル率の向上

４．環境に配慮した施工および安全且つ効率的な施工に努めます。

制改訂 2019年11月1日

   代表取締役   中 本 英 紀
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私たちは 自然溢れる環境を維持するため建設事業を通じて

積極的に環境問題を考え 地域での社会貢献活動に努めます

3．環境経営方針

興洋開発 株式会社



 当社では、年々取組内容の項目が増えておりましたが、取組計画を基本的な内容に厳選

し活動を続けています。当たり前の内容ですが、基本的な取組が環境負荷の低減、また、

環境に対する意識付けに繋がっています。

 以下の項目を３ヶ月毎に遵守状況を評価し、評価が〔×〕の場合には、問題点の是正及

び予防処置を行なうこととしています。

 なお、次年度も、今年度同様の環境経営計画を継続し、取り組んでいきます。

不在箇所の消灯

不要なコンセントの取り外し

冷房使用時26℃、暖房使用時22℃

エコドライブの実行

現場への相乗り手配の徹底

車両の定期点検の実施

節水の周知徹底および励行

メーターにて漏水点検の実施

適正分別と計量

コピー用紙の裏紙活用

仕様書・設計書に準ずる適正処理

マニフェストの管理および保管

事務所周辺の清掃活動

現場周辺の清掃活動

各種ボランティアへ積極的参加

環境配慮型重機の使用

安全且つ効率的な施工

環境に関する講習会等への参加

 このような掲示物等を活用し、EA21の活動を周知しています。（社内掲示物の一例）

 事務所及び現場周辺の清掃活動等は日々行
なっており、全従業員参加での清掃活動等ボラ
ンティアは年4回実施しています。

 重機は『排気ガス対策型』を使用し、環境に
配慮した施工を行なっています。また、今年度
は、環境に配慮した講習会等に多数参加しまし
た。

ガソリン・
 軽油使用

水使用

一般廃棄物

産業廃棄物

環境保全活動

4．環境経営計画の取組内容とその評価、並びに次年度の環境経営計画

取組事項 取組計画内容

電力使用

環境配慮型施工

取組状況評価

 不在箇所の消灯、不要なコンセントの取り外
しが若干疎かになっていたようです。次年度以
降一人一人が気を付けて取り組みます。

 現場への相乗り手配は、担当者が責任を持っ
て、前日のうちにできています。この日々の取
り組みが無駄を無くしていると評価できます。

 給湯室の蛇口の閉まりが悪くなっていたの
で、中のパッキン等を取替え改善した。

 コピー用紙の裏紙活用を徹底できています。
また両面機能も活用できています。

 全て仕様書どおりに廃棄しており、マニフェ
ストの管理・保管もできています。
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 2022年度目標および実績は以下のとおりです。 ( 網掛け箇所 ）

・電力のCO2排出係数は、環境省より公表された九州電力㈱調整後排出係数0.480 kg-CO2を採用します。

・建設現場での水道の使用はありません。

・PRTP法に該当する化学物質の排出、移動、保管等はありません。

・灯油・LPGは少量のため管理対象外とします。

 （灯油・LPGを含むCO2総排出量は134,798.41kg-CO2でした。）

環境保全活動 回 全体

4回/年 4回/年 4回/年 4回/年

実 績 4.0 4.0 4.0

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

産業廃棄物 t 現場

○
環境経営計画
遵守の評価

環境経営計画
遵守の評価

環境経営計画
遵守の評価

実 績 ○ ○ ○

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

一般廃棄物 kg 事務所

454.0
0.5％削減 1.0％削減 1.5％削減

451.7 449.5 447.2

実 績 450.0 448.5 446.0

達成率 100.4% 100.2% 100.3%

水使用量 ㎥ 事務所

339.0
基準値 0.5％削減 1.0％削減

計測・記録 150.2 149.5

実 績 151.0 150.0 140.0

達成率 100.0% 100.1% 106.8%

軽油使用量 L 現場

20,356.5
0.5％削減 1.0％削減 1.5％削減

20,254.7 20,152.9 20,051.2

実 績 21,316.6 29,203.3 36,717.3

達成率 95.0% 69.0% 54.6%

ガソリン使用量 L 全体

14,562.9
0.5％削減 1.0％削減 1.5％削減

14,490.1 14,417.3 14,344.5

実 績 14,647.0 14,650.2 15,294.2

達成率 98.9% 98.4% 93.8%

100.0% 78.6% 66.1%

電力使用量 kWh 事務所

6,436.0
基準値 0.5％削減 1.0％削減

計測・記録 7,498.3 7,460.6

実 績 7,536.0 8,296.0 8,139.0

達成率 100.0% 90.4% 91.7%

環境負荷項目 単位 対象
過去3年間
の平均値

2020年度 2021年度 2022年度

CO2排出量
kg-
CO2

全体

89,395.0
基準値 0.5％削減 1.0％削減

－ 89,041.8 88,592.4

実 績 92,595.1 113,315.1 134,119.9

達成率

ー 4 ー

5．環境経営目標および実績、並びに次年度の環境経営目標



 2016年度～2022年度のガソリン・軽油の使用量実績（単位：L）

 2022年9月に大型の台風14号により諸塚村は甚大な被害を被りました。そのため今年

度(2022年11月～2023年10月）は過去と比較できないほどの受注があり、それに伴い、

特に軽油使用量が増大しました。なお、今後数年は、このペースでの受注が見込まれる

ため、2023年度～2025年度の中長期目標は、2022年度実績を基準値とし、CO2排出量、

電力使用量、ガソリン使用量、軽油使用量、水使用量、一般廃棄物を毎年1％ずつ削減

とすることを目標に定めます。

 2023年度～2025年度 目標

産業廃棄物 t 現場
環境経営

計画の遵守
環境経営

計画の遵守
環境経営

計画の遵守
環境経営

計画の遵守

仕様書・設計書に準ずる
適正処理、マニフェスト
の管理および保管

環境保全活動 回 全体
全従業員での清掃活動等
を年4回実施する4回/年 4回/年 4回/年 4回/年

一般廃棄物 kg 事務所
基準値 1.0％削減 2.0％削減 3.0％削減 基準値より毎年-1.0％を目

標とする446.0 441.5 437.1 432.6

水使用量 ㎥ 事務所
基準値 1.0％削減 2.0％削減 3.0％削減 基準値より毎年-1.0％を目

標とする140.0 138.6 137.2 135.8

軽油使用量 L 現場
基準値 1.0％削減 2.0％削減 3.0％削減 基準値より毎年-1.0％を目

標とする36,717.3 36,350.1 35,983.0 35,615.8

ガソリン使用量 L 全体
基準値 1.0％削減 2.0％削減 3.0％削減 基準値より毎年-1.0％を目

標とする15,294.2 15,141.3 14,988.3 14,835.4

基準値より毎年-1.0％を目
標とする134,119.9 132,778.7 131,437.5 130,096.3

電力使用量 kWh 事務所
基準値 1.0％削減 2.0％削減 3.0％削減 基準値より毎年-1.0％を目

標とする8,139.0 8,057.6 7,976.2 7,894.8
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環境負荷項目 単位 対象
基準値

(2022年度)
2023年度 2024年度 2025年度 備  考

CO2排出量
kg-
CO2

全体
基準値 1.0％削減 2.0％削減 3.0％削減

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

ガソリン使用量 軽油使用量



6．環境関連法規について

 当社の事業に関する環境関連法規は、担当者が定期的にWeb（富士経済グループ・建設

工事の環境保全法令・地方条例データサービス http://www.group.fuji-keizai.co.jp/kensetsu/）

にて確認をしています。

 また、事業活動に当たり遵守すべき環境関連法規および条例等についての違反や指摘、

訴訟など、現在に至るまで一切ありません。なお、監督官庁からの指摘や地域住民からの

苦情等もありませんでした。

 なお、建設現場での遵守状況は、安全パトロールや安全会議等で常に確認しています。

遵守

－

法規制等 主な内容 当社の対応

騒音
規制法

・騒音に関わる環境基準の遵守 《該当する工事の場合》

－・指定、特定地域の騒音基準の遵守 ・届出書・記載項目の確認

・新設変更工事開始30日前までに自治体に届出 ・該当地域の騒音基準の確認

振動
規制法

・振動に関わる環境基準の遵守 《該当する工事の場合》

－
・指定、特定地域の振動基準の遵守 ・届出書・記載項目の確認

・新設変更工事開始30日前までに自治体に届出 ・該当地域の振動基準の確認

・その指定地域の市町村の市町村長に7日前までに届出

廃棄物
処理法

・【法21条の3-1】・建設工事に伴い生じる廃棄物 ・【法21条の3第3項】による運搬であ
○

 処理の適用は、元請業者が排出事業者となる  ることを証する書面を備え付ける

・産業廃棄物が、運搬、処分するまでの保管義務、 ・表示板の設置
○

 保管基準（60×60㎝以上の掲示板設置等） ・早期処理（許可業者へ委託する）

・産業廃棄物の運搬、収集、処理の委託基準に適合 ・業者との契約書締結後5年間保管
○

 したそれぞれの業者との委託契約書の締結 ・業者の許可証有効期限確認と写し保管

・管理票A票等の5年間保管 ・マニフェストの交付・保管

○・管理票が決まった日までに受理できなかったら ・A票の照合確認欄へ受取月日を記入し

 県知事に報告する  保管

・建設工事で生じる産業保管場所を、面積300㎡以 ・様式第二号の四による届出書を提出

－ 上の事業場外に保管する場合、県知事に届け出る  する

・保管基準を遵守する(看板設置等)

・毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交 ・報告書の（様式3号）の作成、提出
○

 付した管理票の交付等の状況を県知事に届け出る

河川法 ・河川の使用及び河川に関する規制 ・該当する工事は河川管理者に届出る

建設リサ
イクル法

・対象建設工事の請負契約書に分別解体の方法や費用等に ・工事請負契約書に関連帳票として
○

 ついて記載し、発注者に説明する  添付する

・対象建設工事受注者は、特定建設資材（コンクリート塊、 ・再資源化等の促進等の実施に関する

○ コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト塊、  指針を遵守する

 木材）廃棄物を再資源化する

・対象建設工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化が完了 ・工事完了後発注者への報告
○

 したときは、発注者に報告し、記録を作成する  （コブリスによる報告）

・建設業許可または解体工事業登録の貼付 ・建設業許可票の看板掲示
○
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・建設リサイクル法届出済シール貼付

オフロー
ド法

・平成18年10月以降製造・販売機器には適合標識の表示 ・適合証明書、表示の確認
○

 （基礎工事用機械・バックホウ・ブルドーザー等）



7．代表者による全体評価と見直し・指示

 2022年9月19日 数十年に一度と言われる大型の台風14号により、宮崎県は甚大な被害

を被りました。県によりますと、被害額が最も大きい土木関係の被害額は403億6500万円

に上っているとのこと。諸塚村でも土砂崩れ、耳川の氾濫、道路の崩落が各所で発生し、

生活道が奪われ、未だ復旧していない箇所も多々あります。今こそ、地元建設業者が力を

合わせ、生活インフラを取り戻すべく、一日でも早い復旧・復興に取り組んでいます。

復旧・復興にはどうしても軽油が必須です。この状況は数年続くと考えられますが、少し

でも環境に配慮した行動をとるよう努力して参ります。

 環境経営方針、環境経営計画、実施体制に変更はありませんが、今後の工事受注件数等

を考慮し、環境経営目標のみ2022年度を基準とし、2023年度 ～ 2025年度の変更を指示

しました。毎年1％ずつ削減ができるよう、一人一人が常に考え、行動に移していけるよう

活動を継続します。

着 手 前 完  成
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